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なんでも行政相談
日　時 ９月25日㈬ 午前９時～正午
場　所 役場相談室２
行政相談委員 秋 元 武 弘、藪 田 由 比 子
※ 行政相談は、住民から寄せられた苦情や意見・
要望を、住民と関係行政機関との間に立って、
公正・中立な立場から必要なあっせんを行い、
その解決や実現の促進を図ります。

　

９月18日㈬　古 川　節 子

　　　　　　塚 本　初 子

９月18日㈬　山 本　　 弘

　　　　　　近 村　 　敦
相談場所　役場相談室２　　　
相談時間　午前９時～正午　　
相談に来られる人は、庁舎西側
出入り口をご利用ください。　　

相談場所 日本海漁火センター
相談時間 午前９時～正午　　

　９回目となる大沢内ため池ウオーキングが開催されます。コース内には津軽鉄道乗車があり、完歩後の抽選
会には特産品のご用意、中泊町の魅力あふれるイベントになっています。
◆開 催 日……９月29日㈰（雨天決行）
◆集合・解散
　　集合・解散…中泊町役場　　受け付け時間…午前８時～８時30分
　　※ゴールの「ピュア」で抽選会後、専用バスで役場へ移動・解散
◆コース　・Ａコース…11.5km
　　　　　・Ｂコース…7.5km
◆参加料（当日受け付け時に支払い）
　　大人1,500円（中学生以上）　小学生以下500円　（津軽鉄道乗車代、保険料含む）
　　※参加取り消し、不参加及び大会が中止になった場合でも、返金はできかねますのでご了承下さい。
◆申し込み方法
　　 水産商工観光課窓口または小泊支所にある参加申込用紙に必要事項を記入し、FAXか郵送またはＥメール
で、水産商工観光課までお申し込みください。

　　※ 団体・グループでお申し込みの際は、名簿（様式自由）に必要事項（氏名一覧、フリガナ、住所、性別、
年齢、参加コースなど）を記入の上、事務局へ郵送またはFAXでお知らせください。郵送料は自己負担
となります。受付ハガキなどは発行いたしませんのでご了承下さい。

◆申し込み締め切り……９月13日㈮ ※必着

◆イベントスケジュール
10：00　開会式
10：10　こども園こどまりダンスショー
10：30　超旨い！もずく早食い競争！
　　　　活イカ釣り体験
11：00　イカ皮むき大会
11：30　各種振る舞い提供
12：00　輪投げ大会（整理券配布あり）
13：00　「あどばるーん」爆笑ステージショー
そのほか、鮮魚などの販売ブースもあります。

◆日時
　　９月22日㈰ 午前10時から
◆場所
　　小泊漁港内

各競争の参加者募集中！
　　もずく早食い競争
　　イカ皮むき大会
　（定数になり次第受付終了）

申し込みは、問合わせ先まで

第９回大沢内ため池ウオーキング参加者募集

第６回 活ハマまつり開催

問  水産商工観光課観光係 内  1614 Mail kankou@town.nakadomari.lg.jp

問  活ハマまつり事務局（小泊漁業協同組合内） ☎  （64）2641

【料金】大人 1,000円
　　　 子ども 500円
【出港時間】
　 ①10：10　②12：00
　 ③13：40
当日午前９時30分から
受け付けします（先着順）。

遊漁船
クルージングを
開催します
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○登録料
○注射料
■日程

◆売却物件
　・場　　所…田茂木字若宮3400
　・登記地目…宅地（都市計画区域外）
　・登記面積…61,223.79㎡
　・予定価格…29,330千円
◆入札参加資格
　 　地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の３
に規定する公有財産に関する事務に従事する職員に
該当しない者及び地方自治法施行例（昭和22年政令
第16号）第167条の４に規定により一般競争入札へ
の参加を排除されていない者であること。
◆現場説明会の場所・日時
　場所…中泊町田茂木字若宮3400
　日時…10月４日㈮　午後２時
　 　現場説明会に参加できなくても入札できますが、
入札参加受け付け時に必ず説明を受け、入札参加申
込書を提出してください。入札参加申込書の提出が
ない場合には、入札できません。
◆入札参加受付の場所・日時
　場所…五所川原市役所３階
　　　　　西北五環境整備事務組合
　　　　　五所川原市布屋41－1
　日時…10月7日㈪から10月18日㈮まで
　　　　（閉庁日を除く）
　　　　各日午前９時から午後４時まで
◆入札・開札の場所・日時
　場所…五所川原市役所３階３A
　日時…11月１日㈮　午前10時
◆その他
　 　物件位置図などは、組合ホームページ（http://www.
　seihokugokan.jp/index.html）でご覧になれます。
　　物件の詳細は、問い合わせ先まで。

　次の３点の改正については、期限までに表示の見直しを行ってください。
　　１　食品表示法に基づく新表示への対応 （移行期限：令和２年３月）
　　２　加工食品の原料原産地表示制度 （移行期限：令和４年３月）
　　３　遺伝子組換え表示制度の見直し （移行期限：令和５年３月）
　詳しくは、ホームページ （https://www.pref.aomori.lg.jp/life/shoku/110ban00.html）「青森県　
食品表示」で検索
　（遺伝子組換えについては、「消費者庁　遺伝子組換え表示制度に関する情報」で検索）

町 役 場 前

福 祉 セ ン タ ー 前

宮野沢研修センター前

深 郷 田 深 寿 荘 前

大沢内克雪センター前

武 田 公 民 館 前

田茂木防災センター前

尾別老人憩の家前

若宮保健福祉会館前

内 潟 公 民 館 前

今 泉 泉 寿 荘 前

小泊旧保健センター前

新町1 久保田敏則宅前

小 泊 支 所 前

上町角田石油店横

下 前 漁 協 前

令和元年度下半期
犬の登録と狂犬病予防注射

公有財産売却のお知らせ
問  西北五環境整備事務組合 ☎  （38）1205

問  環境整備課衛生係 内  1912
問  小泊支所 ☎  （64）2111

食品事業者の皆様へ　食品表示の見直しはお済みですか？
問  西北地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 ☎  （34）2111 内  236
問  地域健康福祉部保健総室（五所川原保健所） ☎  （34）2108
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出発時刻は次のとおりです。どうぞご利用ください。

小泊老人憩いの家 発　8：40
→新町バス停　　　 　8：45
→派立バス停　　　 　8：50
→浜町バス停　　　 　8：55
→小泊漁港前バス停　 9：00
→パルナス 着　　　　9：40

パルナス 発　　　　　　14：00
→小泊漁港前バス停
→浜町バス停
→派立バス停
→新町バス停
→小泊老人憩いの家 着　15：00

下前上バス停 発　8：40
→下前漁協前　　 8：45
→折戸バス停　　 8：55
→パルナス 着　　9：35

パルナス 発 14：00
→折戸バス停
→下前漁協前
下前上バス停 着 15：00

　青森県では、「eLTAX」を利用したインタ
ーネットによる法人県民税・法人事業税・地
方法人特別税の申告受付を行っています。自
宅・オフィスのパソコンから申告できる、電
子申告に関連した申請・届出の手続きもでき
る等のメリットがあるので、ぜひご利用くだ
さい。
　詳しくは「eLTAX」ホームページ（http://
www.eltax.jp/）まで。

　消費者ホットライン188（局番なし）は、お近くの消
費生活センターなどの消費生活相談窓口をご案内する
ことにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いす
るものです。「悪質商法等による被害にあった」「あ
る製品を使ってけがをしてしまった」などの消費者トラブ
ルで困っていることはありませんか？　そんなときは一
人で悩まずに、全国どこからでも３桁の電話番号でつ
ながる消費者ホットライン「188（いやや！）」にご相談
ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。

　令和元年10月１日より「年金生活者支援給付金制度」がはじまります。年金生活者支援給付金は、公的年
金の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者（※）の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される
給付金です。
　給付金を受け取るためには請求書の提出が必要となります。給付金の手続きのご案内や年金生活者支援給付
金請求書（はがき）については、日本年金機構より９月以降に対象となる方へ郵送されます。案内が届いた方は
必要事項を記入し、提出して下さい。
　なお、今後年金の受給申請をされる方につきましては請求手続きをしていただく際に併せて給付金の申請を
していただくこととなります。
〈対象となる年金受給者〉
　■老齢年金を受給している方で次の要件を全て満たしていること
　　・65歳以上である
　　・世帯員全員が市町村民税非課税となっている
　　・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
　■障害基礎年金・遺族厚生年金を受給している方で次の要件を満たしていること
　　・前年の所得額が約462万円以下である
　年金生活支援給付金の請求でお困りのときには、次の専用相談ダイヤルもご利用できます。
　『給付金専用ダイヤル』…0570－05－4092（ナビダイヤル）

９月15日㈰ 敬老会送迎バス 小泊地域から運行します
問  福祉課福祉推進係 内  1515

行 

き

帰 

り

公
民
館
バ
ス

福 

祉 

バ 

ス

行 き 帰 り

法人県民税・法人事業税・
地方法人特別税の申告には

電子申告が便利

消費者ホットライン188とは？

問  西北地域県民局県税部課税課 ☎  34－2111 内  208

問  総務課行政情報係 内  2015

日本年金機構からのお知らせ
問  町民課国保年金係 内  1316

消費者ホットライン「いやや」
☎１８８（局番なし）
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　事業者を対象に、時間外労働の上限規制、年５日の
年次有給休暇の取得やタイムカード等による労働時間
把握の義務付けなど、今年４月に施行された働き方改
革関連法に関する知識を十分に持って労務管理を行っ
ていただくことを目的とした説明会を開催しています。
◆日時・場所
　① ９月24日㈫ 14時から15時30分
　　　五所川原合同庁舎１階共用会議室
　② 10月11日㈮ 14時から16時30分
　　　五所川原商工会議所
◆申し込み先
　 　問い合わせ先まで。参加を希望する人は必ず事前
にお申込みください。

　公益財団法人 人権教育啓発推進センターでは、ア
イヌの方々の悩みをお受けするフリーダイヤルを開設
しております。嫌がらせ、差別、プライバシー侵害な
どのご相談もお受けします。お気軽にご相談ください。
　●相談は無料です。
　●匿名でもかまいません。
　●秘密は厳守します。
◆受付…月曜日～金曜日（※祝日、12/29－1/3を除く）
◆時間…午前９時～午後５時　　
〈アイヌの方々のための相談専用フリーダイヤル〉
　　☎ 0120－771－208
　※来訪による御相談もお受けします。
　　月曜日～金曜日　午後１時～午後５時（要予約）
　　公益財団法人　人権教育啓発推進センター
　　〒105－0012
　　東京都港区芝大門2－10－12
　　　　KDX芝大門ビル　４階
　　FAX 03－5777－1803
　　URL http://www.jinken.or.jp/
　この相談事業は、（公財）人権教育啓発推進センター
が、厚生労働省生活相談充実事業により実施するもの
です。
　アイヌの方々からの様々なご相談をお受けします。

　期間中、青森運輸支局では、青森地区船
員労働安全衛生協議会、船員災害防止協会
青森地区支部とともに、「海中転落」によ
る死亡災害防止に向けた作業用救命胴衣の
着用徹底や、多発する「転倒」、「はさまれ」
の防止を重点課題とした、沖合底曳網漁船
への出漁前訪船指導、作業船への訪船によ
る安全･衛生指導などを予定しています。
　船舶所有者・船員の皆さんが各船で「安
全衛生デー」を設け、船内の安全衛生設備
の点検を行うとともに、乗組員全員で安全
衛生を話し合うなど、船員労働災害や疾病
の撲滅に取り組みましょう。

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に
基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設
業を営む中小企業の振興を目的として設立
された退職金制度です。この制度は、事業
主が、労働者の働いた日数に応じて掛金と
なる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働
者が建設業界で働くことをやめたときに建
退共から退職金を支払うという、いわば業
界全体での退職金制度です。
◆対象
・加入できる事業主…建設業を営む人
・対象となる労働者… 建設業の現場で働く人
・掛金……日額310円
◆特長
・ 国の制度なので安全、確実、申し込み手
続きは簡単です。

・ 経営事項審査で加点評価の対象となりま
す。

・掛金の一部を国が助成します。
・ 掛金は事業主負担となりますが、法人は
損金、個人では必要経費として扱われ、
税法上全額非課税となります。

・ 事業主が変わっても退職金は企業間を通
算して計算されます。

問  五所川原労働基準監督署監督係 ☎  35－2309

問  （公財）人権教育啓発推進センター ☎  03－5777－1802

問  東北運輸局青森運輸支局 ☎  017－739－8112
働き方改革説明会 ～今年４月法施行～

アイヌの方々のための
電話相談を行っています

9月は船員労働安全衛生月間

知っていますか？ 建退共制度
問  建退共青森県支部 ☎  017－732－6152
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て
み
て
は
い
か
が
で
す

か
。

　

青
森
地
方
法
務
局
で
は
、
法
務

局
が
所
掌
す
る
登
記
、
人
権
な
ど

に
関
す
る
無
料
相
談
所
を
開
設
し

ま
す
。
相
談
は
１
人
に
つ
き
30
分

以
内
で
す
。
相
談
、
講
演
と
も
に

予
約
制
で
す
の
で
、
必
ず
事
前
に

電
話
で
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

◆
日
時
…
10
月
６
日
㈰

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

◆
場
所
…
青
森
地
方
法
務
局

◆ 

内
容
…
土
地
建
物
の
登
記
、
相

続
、
境
界
、
遺
言
、
近
隣
ト
ラ

ブ
ル
、
虐
待
・
い
じ
め
な
ど

◆ 

相
談
担
当
者
…
公
証
人
、
弁
護

士
、
司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調

査
士
、
人
権
擁
護
委
員
、
法
務

局
職
員

　

当
日
は
、
公
証
人
に
よ
る
「
遺

言
」
に
関
す
る
講
演
、
司
法
書
士

に
よ
る
「
相
続
登
記
」
に
関
す
る

講
演
も
あ
り
ま
す
。

◆ 

公
証
人
に
よ
る
「
遺
言
」
に
関

わ
る
講
演

　

午
前
10
時
〜
午
前
10
時
50
分

◆ 

司
法
書
士
に
よ
る「
相
続
登
記
」

に
関
す
る
講
演

　

午
前
11
時
〜
午
前
11
時
50
分

　

日
常
生
活
の
困
り
ご
と
や
法
律

上
の
悩
み
を
、
司
法
書
士
が
無
料

で
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。
な
お
、

具
体
的
な
手
続
き
が
必
要
な
場
合

は
、
別
途
費
用
が
発
生
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
青
森
県
司
法

書
士
会
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
、

下
記
日
程
以
外
で
も
無
料
相
談
の

予
約
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

◆ 

五
所
川
原
会
場
…
10
月
６
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

　

 

エ
ル
ム
文
化
セ
ン
タ
ー　

詳
細

は
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
。

　

公
証
人
は
、
法
務
大
臣
か
ら
任

命
さ
れ
た
法
律
の
専
門
家
と
し
て
、

中
立
・
公
正
な
立
場
で
、
国
の
公

務
で
あ
る
公
証
事
務
を
担
い
、
国

民
の
権
利
保
護
と
私
的
紛
争
の
予

防
の
実
現
を
使
命
と
し
て
い
ま
す
。

　

遺
言
を
残
し
た
り
、
土
地
・
建

物
や
金
銭
の
賃
借
、
離
婚
に
伴
う

養
育
費
、
慰
謝
料
な
ど
に
つ
い
て

契
約
書
を
作
成
し
て
も
、
後
に
な

っ
て
、
文
書
の
内
容
が
不
明
確
で

あ
る
、
要
件
を
欠
い
て
い
る
等
で

紛
争
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
場
合
に
は
、
書
類
を
公
正

証
書
に
し
て
お
く
と
安
心
で
す
。

　

公
正
証
書
作
成
に
関
し
て
の
ご

相
談
は
無
料
で
す
。
ご
希
望
の
方

は
お
気
軽
に
下
記
の
公
証
役
場
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

県
内
の
公
証
人
役
場

・
青
森
公
証
人
合
同
役
場

　
　

青
森
市
長
島
１－

３－

17

・
弘
前
公
証
役
場

　
　

弘
前
市
新
町
１
７
６－

３

・
八
戸
公
証
役
場

　
　

 

八
戸
市
廿
三
日
町
28
八
戸
ウ

エ
ス
ト
ビ
ル
２
０
１

◆
願
書
受
け
付
け
期
間

　

書
面
申
請
…
９
月
20
日
㈮
〜

 
 
 
 
 
 

９
月
30
日
㈪

　

電
子
申
請
…
９
月
17
日
㈫
〜

　
　
　
　
　
　

９
月
27
日
㈮

◆
試
験
日（
受
験
地
別
）

　

弘
前
市
…
11
月
２
日
㈯

　

五
所
川
原
市
…
11
月
10
日
㈰

　

青
森
市
…
11
月
16
日
㈯

　

お
申
し
込
み
、
試
験
詳
細
は
問

い
合
せ
先
ま
で

ナ
イ
タ
ー
テ
ニ
ス
教
室
の
開
催

大
川
幸
世

問
奈
良
英
憲

問
０
８
０（
１
６
７
０
）３
７
９
０

☎
０
９
０（
１
５
２
５
）１
６
６
２

☎
あ
お
も
り
ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ

ク 

２
０
１
９
開
催

（
独
）高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
青
森
支
部

問
０
１
７（
７
２
１
）２
１
２
５

☎

全
国
一
斉
!

法
務
局
休
日
相
談
所

青
森
地
方
法
務
局
総
務
課

問
０
１
７（
７
７
６
）６
２
３
１

☎

法
の
日　

司
法
書
士

無
料
法
律
相
談
会

青
森
県
司
法
書
士
会

問
０
１
７（
７
７
６
）８
３
９
８

☎

10
月
1
日
か
ら
7
日
は

「
公
証
週
間
」

青
森
地
方
法
務
局
総
務
課

問
０
１
７（
７
７
６
）６
２
３
８

☎

10
月
１
日
か
ら
は「
法
の
日
」

青
森
地
方
裁
判
所
事
務
局
総
務
課
庶
務
係

問
０
１
７（
７
２
２
）５
４
２
１

☎

危
険
物
取
扱
者
試
験
の
お
知
ら
せ

（
35
）６
３
３
６

☎
西
北
労
働
基
準
協
会

問
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令
和
２
年
４
月
入
校
生
の
一
般

試
験
を
実
施
し
ま
す
。

◆
募
集
科
目

　

自
動
車
シ
ス
テ
ム
工
学
科

　

建
築
シ
ス
テ
ム
工
学
科

◆
募
集
定
員

　

各
20
人（
推
薦
合
格
者
含
む
）

◆
応
募
資
格

　

 

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校

卒
業
者（
令
和
２
年
３
月
卒
業

見
込
み
の
者
を
含
む
）、
ま
た

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を

有
す
る
者

◆
願
書
受
け
付
け
期
間

　

９
月
30
日
㈪
〜
11
月
15
日
㈮

◆
試
験
日

　

11
月
29
日
㈮

　

障
が
い
を
持
っ
た
人
を
対
象
に
、

就
職
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。
参

加
を
希
望
す
る
人
は
、
問
い
合
わ

せ
先
ま
で
。

◆
日
時
…
10
月
７
日
㈪

　

午
後
１
時
〜
午
後
３
時
30
分

　

受
付
は
午
後
０
時
30
分
か
ら

◆
場
所

　

ア
ー
ト
ホ
テ
ル
弘
前
シ
テ
ィ

　

事
業
主
や
企
業
の
人
事
労
務
担

当
者
を
対
象
に
、
過
重
労
働
の
現

状
と
企
業
経
営
に
与
え
る
影
響
、

対
策
に
必
要
な
関
係
法
令
、
実
施

す
べ
き
取
り
組
み
と
防
止
対
策
の

具
体
例
な
ど
を
解
説
し
ま
す
。

◆ 

日
時
…
10
月
７
日
㈪　

14
時
か

ら
16
時
30
分

◆ 

場
所
…
青
森
観
光
物
産
館
ア
ス

パ
ム 

４
階 

十
和
田

◆ 

定
員
…
１
０
０
名（
先
着
順
、

定
員
に
達
し
次
第
締
切
）

◆ 

参
加
申
込
先
…
過
重
労
働
解
消

の
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
事
業
事
務

局（
０
３－

５
９
１
３－

６
０
８

５
）。「
Ｌ
Ｅ
Ｃ 

過
重
労
働
解

消
」
で
検
索
し
て
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
か

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

事
業
主
や
企
業
の
人
事
労
務
担

当
者
を
対
象
に
、
効
果
的
に
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
対
策
を
実
施
す
る
た
め

の
、
パ
ワ
ハ
ラ・セ
ク
ハ
ラ
等
の
予

防
・
解
決
の
取
組
の
ポ
イ
ン
ト
、
取

組
事
例
、
裁
判
例
に
つ
い
て
解
説
。

◆ 

日
時
…
９
月
25
日
㈬　

午
後
２

時
〜
午
後
５
時

◆ 

場
所
…
青
森
観
光
物
産
館
ア
ス

パ
ム 

５
階 

白
鳥

◆ 

定
員
…
64
名（
定
員
に
達
し
次

第
締
切
）

◆
参
加
申
込
先

　

 

職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
セ

ミ
ナ
ー
事
務
局（
０
３－

３
２
１

７－
５
７
７
７
）。「
職
場
の
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
セ
ミ
ナ
ー
」

で
検
索
し
て
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
か
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　運転手付きマイクロバスの手配は、国土交通大臣の許可を受けたバス会社を利用しましょう。
　運転手付きの「白ナンバー」のマイクロバスは、いわゆる「白バス」と呼ばれる道路運送法に違反するサー
ビスです。利用するのはやめましょう。道路運送法の許可を受けたバス会社（貸切バス事業者）の正規のマイク
ロバスには「緑ナンバー」が付いています。正規の貸切バス事業者には「運送引受書」や「領収書」などの関
係書類の交付が義務付けられています。口頭による契約は、法律に違反するサービスです。
　レンタカーのマイクロバスには運転手は付いていません。レンタカー会社からは、車を借りることしかでき
ません。レンタカーを借りた場合には、車を借り受けた利用者自身が運転しなければなりません。
　※ 車を借り受けた利用者自身が、自らの意志で他の人に運転を依頼することはできますが、この場合、実際
に運転する人の氏名等をあらかじめレンタカー会社へ申告しておく必要があります。 

　レンタカーと運転手が一体的に提供されるサービスも、いわゆる「白バス」と呼ばれる法律に違反するサー
ビスです。利用するのはやめましょう、 
　また、運転を依頼した人などに、レンタカーの手配をしてもらうことはできません。
　違法な「白バス」を利用して事故に遭った場合、保険の適用がないことがあります。
　違法な「白バス」を利用して、万が一、事故に遭って負傷した場合、適切な損害賠償がなされず、治療費な
どの損害額を利用者自身が全額負担しなければならないケースもあります。

青森

受
講
生
を
募
集
し
ま
す

県
立
弘
前
高
等
技
術
専
門
校

問
０
１
７
２（
32
）６
８
０
５

☎
障
が
い
者
就
職
面
接
会

の
ご
案
内

五
所
川
原
公
共
職
業
安
定
所
専
門
援
助
部
門

問（
34
）３
１
７
１

☎

過
重
労
働
解
消
の
た
め

の
セ
ミ
ナ
ー（
無
料
）

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
監
督
係

問職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

対
策
セ
ミ
ナ
ー（
無
料
）

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
監
督
係

問

マイクロバスの適正運用推進
問  東北運輸局青森運輸支局輸送担当 ☎  017－739－1502
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　このように様々な理由により生活にお困りの皆さん、この機会にご相談ください。
　法テラス青森と協働の無料相談窓口です。法律相談も含めて生活課題をお抱えの方はぜひご利用ください。
予約制となっていますので、必ず事前にご連絡ください
　◆日時…10月30日㈬　午後１時30分から午後４時まで（５名程度）
　◆会場…中央公民館

　つがる総合病院の認定看護師、歯科衛生士、リ
ンパ浮腫療法士が、お得で少し専門的な「豆知識」
を伝授します。
◆日時
　　11月２日㈯　午後１時から午後３時30分
◆場所…つがる総合病院１階　大ホール
　詳細は、ホームページ（http://www.tsgren.jp/
tsugaru-general-hospital/）をご覧ください。当
日の駐車場は、柳町駐車場、第一駐車場、第二駐
車場をご利用ください。立体駐車場は駐車料が掛
かります。

　（仮称）こどまり小中学校建設事業基本プラン
（案）を、より明確に確認できるように、下記の場
所に縦覧をしています。
◆場 所… 小泊支所・漁火センター・すくすくした

まえ館・役場教育委員会総務学務課
◆縦覧期間…９月10日㈫から10月10日㈭
　　　　　　午前９時から午後４時

　相談員が借金の状況を伺い、必要に応じて、弁
護士などの無料法律相談や専門機関への引継ぎを
します。相談は秘密厳守で無料です。電話相談も
可能です。
◆受け付け日時
　　月～金曜　午前８時30分～正午、
　　　　　　　午後１時～午後４時30分
　　※祝日・年末年始を除く
◆場所
　　青森合同庁舎３階　青森財務事務所
　　　青森市新町２丁目４－25
◆相談専用電話
　　☎ 017－774－6488

【試験案内】
◆願書受け付け期間
　　書面申請…９月20日㈮～９月30日㈪
　　電子申請…９月17日㈫～９月27日㈮
◆試験日（受験地別）
　　弘前市…………11月２日㈯
　　五所川原市……11月10日㈰
　　青森市…………11月16日㈯
【講習会】
◆日時　実務…10月10日㈭　９：00～16：30
　　　　法令…10月11日㈮　９：00～16：30
◆場所…五所川原市民学習センター
　　　　　五所川原市一ツ谷503－5
◆受講料
　⑴ 受講料…6,000円（2日間）
　⑵ テキスト代（実務、法令、問題集）
　　　乙４…4,120円　　丙種…3,910円

法律相談と自立相談　無料出張相談窓口のご案内
問  中泊町社会福祉協議会 ☎  57－4841

「知って得する豆知識」講座縦覧のお知らせ

借金に関する相談窓口

危険物取扱者試験と
事前講習会のお知らせ

問  つがる総合病院管理課経営係 ☎  34－3111 内  4423問  教育委員会総務学務課 内  1932

問  青森県危険物安全協会連合会西北五支部事務局 ☎  34－3165

事前予約・連絡先：東地域自立相談窓口（相談無料・通話料無料）
相談専用フリーダイヤル（青森県社協内）　☎ 0800－800－7114

※月曜～金曜　午前９時～午後５時まで（土日・祝日・年末年始を除く）


